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１【提出理由】

2020年６月19日開催の当行第114期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも

のであります。

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

　2020年６月19日

 

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

事業年度末の剰余金の配当に関する事項

当行普通株式１株につき金11円　　総額6,312,928,017円

 

第２号議案　取締役９名選任の件

　　　取締役として、中西勝則、柴田久、八木稔、飯尾秀人、清川公一、長沢芳裕、藤沢久美、伊藤元重、坪内和人を

　　　選任する。

 
第３号議案　監査役２名選任の件

　　　監査役として、小林充、中村勇を選任する。

 
　　　第４号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

　　　譲渡制限付株式を付与するための報酬として金銭報酬債権を支給することとし、その額は年額50百万円以内とす

　　　る。

 
　　　第５号議案　取締役の業績連動型報酬額改定の件

　　　現行の業績連動型報酬額は、当期純利益水準に応じ年額1億円以内としていたが、基準となる指標を当行単体の

　　　当期純利益から連結の親会社株主に帰属する当期純利益に改め、合わせて報酬枠を年額1億4千万円と改定する。

　　　なお、取締役への配分は取締役会に一任する。

 
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

　要件ならびに当該決議の結果

議案 賛成数 反対数 棄権数 賛成率 決議結果

第１号議案 4,809,973個 6,736個 704個 99.3％ 可決

第２号議案      

　中西勝則 4,682,338個 122,140個 12,904個 96.6％ 可決

　柴田　久 4,691,843個 117,993個 7,546個 96.8％ 可決

　八木　稔 4,765,768個 44,071個 7,546個 98.4％ 可決

　飯尾秀人 4,765,785個 44,054個 7,546個 98.4％ 可決

　清川公一 4,773,851個 35,988個 7,546個 98.5％ 可決

　長沢芳裕 4,765,879個 43,960個 7,546個 98.4％ 可決

　藤沢久美 4,803,044個 13,638個 704個 99.1％ 可決

　伊藤元重 4,622,916個 191,510個 2,960個 95.4％ 可決

　坪内和人 4,809,758個 4,668個 2,960個 99.3％ 可決

第３号議案      
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　小林　充 4,687,249個 129,467個 704個 96.7％ 可決

　中村　勇 4,314,043個 502,671個 704個 89.0％ 可決

第４号議案 4,766,295個 50,378個 704個 98.4％ 可決

第５号議案 4,806,790個 9,977個 704個 99.2％ 可決
 

 

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案、第４号議案および第５号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

・第２号議案、第３号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席お

　よび出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した

ことにより可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ

び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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